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（
発
行
者
に
よ
る
上
場
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

発
行
者
に
よ
る
上
場
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
六
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「公

開
買
付
者
⑴

」
を
「公

開
買
付
者

」
に
改
め
、
同
様
式
１
中
「⑵

」
を
「⑴

」
に
改
め
、
同
様
式
２

中
「⑶

」
を
「⑵

」
に
改
め
、
同
様
式
３
中
「⑷

」
を
「⑶

」
に
改
め
、
同
様
式
４
中
「⑸

」
を
「⑷

」
に
改
め
、
同
様
式

記
載
上
の
注
意
中
⑴
を
削
り
、
⑵
を
⑴
と
し
、
⑶
か
ら
⑸
ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。


